


























 
     

                     

＜開催日時および場所＞   

〇 令和 5年 5月 15日（月） 

箱根町役場本庁舎 4階第 1～第 3会議室 

時間：14：00～16：00 （最終受付は 15：30） 

次回は…令和５年６月２２日（木）仙石原文化センターの予定です 

    

※ ご相談は事前予約をお願いしております。 
 

高齢や病気が原因で、身の周りのことや財産のことなどの判断が 

適切に行えなくなることがあります。 

自分自身の、そして大切なご家族の将来に備えるため、 

気になる“こと”を相談してみませんか！ 

 

 

 

お問い合わせ・事前予約は･･･ 

箱根町地域包括支援センター ８５－３００２まで 

 

～成年後見 ・ 遺言 ・ 相続等～ 

 



行政書士による無料相談会では… 

～成年後見制度～ 

自分自身で判断することが難しい方について、家庭裁判所に

よって選ばれた成年後見人等が、財産の管理や福祉サービス

等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援してくれる

制度です。無料相談会では成年後見利用までの流れや家庭裁

判所の申し立てに必要な書類や手続きについての相談がで

きます。 

～遺言・相続～ 

自分の遺産をどのように使い、子孫たちにどうやって分配す

るかなど、将来争いが無いように不備なく遺言を作るための

相談ができます。 

～その他～ 

行政書士は『街の法律家』として官公署（役所・役場）・契

約書等の書類作成や一般法律相談など、身近な書類手続きに

ついてもいろいろな視点からアドバイスを行ってくれます。 

まずは下記までお問い合わせ・ご予約下さい 

箱根町地域包括支援センター ８５－３００２ 














